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児童の放課後対策に関する基本計画について 

 

 １．計画の趣旨 

    平成 26年７月に厚生労働省と文部科学省が共同して、「放課後子ども総合プラン」

を策定したことを受け、①放課後児童クラブ及び放課後子供教室の連携による実施に

関する具体的な方策、②放課後児童クラブ及び放課後子供教室の平成 31年度に達成

されるべき目標事業量、③小学校の余裕教室の放課後児童クラブ及び放課後子供教室

への活用に関する具体的な方策等を内容に盛り込んだ市町村行動計画を策定するこ

とが示された。こうしたことを踏まえ、「枚方市児童の放課後対策に関する基本計画」

を策定するものである。 

 

２. 計画の位置付けと計画期間 

  （１）計画の位置付け     

   この計画は、国が策定した「放課後子ども総合プラン」に基づく、本市の行動計

画としての性格を持ち合わせた基本計画であるとともに、「枚方市子ども･子育て支

援事業計画」の別計画として策定する。 

 

  （２）計画期間 

    平成 31年度までを計画期間とする「枚方市子ども･子育て支援事業計画」の次の

計画期間が、平成 36年度までであることから、期間を合わせて「枚方市児童の放

課後対策に関する基本計画」は平成 36年度までとする。 

 

３．計画の体系 

【基本理念】   

～子どもの「放課後」を豊かに～ 放課後の再生 

 

    放課後は、子どもたちにとっての自発的、自主的な諸活動が行われる自由な時空間 

放課後の時空間とその機能をあらためて子どもたちのものとして再生していく 

 

【基本的な考え方】 

（１）子どもが自発的、自主的な諸活動を行うことができる環境の整備 

 ①すべての児童の安全･安心な居場所の確保 

 ②発達段階に応じた主体的な遊びや生活ができる環境の確保 

 

（２）子どもが自発性、自主性を発揮することができるような働きかけ 

①多様な関わりを行う大人の存在の必要性（遊びの支援、トラブルの回避） 

②子どもの権利を守り、具現化するための大人の連携 

  これまでの到達を活用した“子どもの権利”の具現化を 
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４．枚方市の現状と課題 

（１）子どもたちを取り巻く本市の取り組み（放課後における既存事業の実績と課題） 

児童の放課後の過ごし方に関する調査結果（平成 28年 10月） 

     ①留守家庭児童会室の現状と課題 

留守家庭児童会室の利用等に関するアンケート調査結果（平成 29年 11月） 

 

     ②放課後自習教室の現状と課題 

 

     ③放課後子ども教室モデル事業（平成 30年度）の実施による課題抽出 

 

 

５．目標事業量及び方策について 

（１）留守家庭児童会室事業の目標事業量 

留守家庭児童会室事業の利用実績は年々増加し、平成 30年度は 4,706人と「枚

方市子ども・子育て支援事業計画（平成 27年度策定）」で示した目標事業量の 3,810

人を大きく上回る結果となっている。 

本基本計画では、この利用実績の状況を踏まえるとともに、「留守家庭児童会室

の利用等に関するアンケート調査（平成 29年 10月実施）」の調査結果を参考に目標

事業量を設定する。 

 

《留守家庭児童会室の利用実績》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

実 績(人) 3,579 3,906 4,431 4,706 

 

今後の目標事業量については、平成 30 年度までに実績をもとに、子ども･子育て支援

事業計画に記載した平成 31年度数値の上方修正を行うとともに、近年の好調な雇用情

勢を背景に、現在の小学校児童数が減少傾向にある一方で、留守家庭児童会室在籍

率が増加傾向にある状況は、当面の間継続するとの予測のもと、一定の目標事業量を

見込む必要がある。 

小学校児童数に対する留守家庭児童会室の在籍率について、これまでの傾向から、１

～４年生は毎年１％増、５・６年生は横ばいとして試算すると、留守家庭児童会室児童数

は平成 34年度をピークに、減少することが見込まれ、平成 30 年 7 月 1 日現在の定員

総数 5,459人であることから、一定の量的確保が充足されている。 

なお、今後宅地開発やマンション分譲などによる各小学校児童数の増加にともない、留

守家庭児童会室児童が増加することも予想されるため、待機児童対策が必要と見込ま

れる。 

量の見込みの考え方 
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（２）放課後自習教室について 

放課後自習教室は、全 45小学校及び全 19中学校において、児童・生徒の自学自

習力向上、学力向上を目的に実施されている。対象学年は学校によって異なるもの

の、年間 80回程度実施されて、学校の協力のもと専用の活動場所を確保して学習ソ

フトを使って、「やる気ングリーダー」の支援で子ども達が自らの学習課題に取り組

んでいるが、これまでの効果を検証したうえで、見直し･改善が必要な時期に来てい

る。 

放課後子ども教室モデル事業の検証結果も踏まえ、ひとつの学校で実施するうえ

で、より効果的･効率的な取り組みとなるよう検討が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）既存の事業との関係性について 

放課後子ども教室モデル事業の実施によって得られる検証結果には、既存の事業

（放課後自習教室、留守家庭児童会室、枚方子どもいきいき広場）への影響、事業

の実施状況と効果（児童・保護者の満足度）、学校との関係、安全･安心の確保、運

営上の解決すべき課題を検証･分析する。 

 

  《既存事業と放課後子ども教室の関係性》 
 

 

 

・留守家庭児童会室 

・放課後自習教室 

・枚方子どもいきいき広場 

・留守家庭児童会室（年８日） 

・留守家庭児童会室 

・枚方子どもいきいき広場 
（三季休業中の土曜日） 

平日授業の放課後 土曜日 三季休業期 

      

   
 

・学校内での必要な施設の確保 

・放課後自習教室への影響  

 
・枚方子どもいきいき広場事業
との調整 

 

・地域団体への施設開放事業と
の調整 

・暑さ･寒さへの対応 

 

・地域団体への施設開放事業と
の調整  

・登下校の安全確保 

放課後自習教室 放課後子ども教室モデル事業 

課題の洗い出し 

新しい取り組み 

放課後子ども教室 

実施における課題 

児童･保護者のニーズはどこ

にあるのか？ 
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これら、留守家庭児童会室、放課後自習教室及び枚方子どもいきいき広場は学校

施設を活用し、それぞれの役割と目的を果しながら事業を実施している。放課後子

ども教室を本市の小学校で実施していくためには、放課後子ども教室における、児

童や保護者のニーズを的確に把握し、既存事業との調整をはかりながら課題の解決

についての検討が必要となっている。 

 

 

６．計画の推進体制 

  児童の放課後対策審議会において進行管理を行う。 

 

      

   

 

 

基本計画の名称について 

 「子どもの放課後を豊かに」を基本理念とする計画であることから、名称の変

更を行う。 

 

   児童の放課後対策に関する基本計画 

                
 

 

児童の放課後を豊かにする基本計画 
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